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１  はじめに 

障害のある人の職業自立・キャリア形成のため

には、その人なりに自律性を獲得していくことが

重要であろう。そして、自律性を習得していく手

段として、ワークサンプル（MWS）や自己理解の

ためのシート（MSFAS）等から成るトータルパッ

ケージ（以下「TP」という。という。）が障害者

職業総合センターにより開発されている。刎田1)

はTPについて、「対象者が作業遂行能力、対処行

動、補完手段・補完行動を獲得し、個々の力に応

じたセルフマネジメントスキルを身に付けられる

よう、また支援者が、個々に必要な指導・支援を

総合的に提供することができるよう開発した」と

述べている。 

当社ではTPのセルフマネジメントスキル獲得支

援の側面に着目し、平成19年より特別支援学校か

らの移行手段として、実習時よりTPを導入し（詳

細は第16回2）、第17回3)職業リハビリテーション

研究発表会発表論文集参照）、さらに採用後も社

員の指導の基本として企業内で活用している。 

さて、TPがセルフマネジメントや自己理解の向

上に有用との報告はあるものの、採用以降の長期

間において、企業内キャリア形成にどのように活

用され、その結果どのような影響が及ぼされたの

かは、これまであまり報告されていない。 

一般的な企業内のキャリア形成に関する制度的

枠組みについて、中村他4)は、(i)個々人の職業

能力・成長に関するもの（能力開発・成長因子）、

(ii)個々の特性に応じた担当職務の調整に関する

もの（職務・配置調整因子）、(iii)障害の影響

を緩和し個々人の能力開発・成長を促進すること

に繋がる支援・配慮に関するもの（支援環境因

子）の３要素に整理している（表１）。 

もし、TPによる支援・指導が短期的なセルフマ

ネジメントスキル向上のみならず、キャリア形成

に貢献するものなのであれば、その支援・指導と

いうものはキャリア形成の枠組みからでも捉えら

れるものであろう。しかし、TPによる採用後の社

員への指導は、この３要素のいずれに該当するの

か検討している報告は、今まであまり見受けられ

ない。そこで本報告では、企業によるTPを基本と

した指導がどのように職務行動の安定化につなが

り、さらにはどのようにキャリア形成に影響を及

ぼしたのか、企業のキャリア形成制度の３要素の

観点から、事例を基に明らかにしていきたい。 

 

表１ 企業の一般的なキャリア形成制度の３つの要素 

 

２  事例 

Ｔ子さん、20代前半女性、ADHD傾向がある知的

障害、職業判定は重度、特別支援学校高等部卒業

後、当社総務部入社４年目。 

 

３  Ｔ子さんの段階的なキャリア形成 

TPを活用したことにより、特別支援学校から無

事に入社を果たしたＴ子さんであるが、移行段階

では精選した業務と限定的な量での遂行であった

ため、入社後は企業側として 

①  Ｔ子さんの職域を広げる 

②  確実な業務遂行を追求する 

ため次のような段階的なキャリア形成を計画した。 

１年目＝担当する業務を探索する段階 

２年目＝安定した作業遂行が可能な担当業務を 

１つ確定する段階 

３年目＝担当する業務を拡大する段階 
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４年目＝担当業務を拡大確定し自分で判断が 

できるようになる段階 

 

４  具体的な推移 

(1)１年目 

１年目はTPで目指すところの、セルフマネジメ

ントスキルの向上、自己理解、職種の理解、を課

題とした。具体的にはセルフインストラクション

（作業開始時等に守るべき内容について声に出し

て宣言する）の徹底により精神的な安定に繋がり、

MWS（OAワーク）を定期的に活用することで事務

作業では「読み上げ」「ポインティング」などの

補完行動が定着した。このようにMWSを日常的に

おこなう中で、補完行動を取ることによって「で

きる」体験を重ね、自主的に行動しようとする姿

勢や積極的に課題へ向かう意識が芽生えた。 

ただし、様々な業務を体験させてゆく中で、得

意な業務と苦手な業務との差が大きすぎることが

判明したため、苦手な業務をいったん中止し、得

意な業務の延長線上にある業務を切り出して遂行

させた。 

また、得意作業であっても、あれこれと複数作業

に対応することが難しいことも判明した。 

(2)２年目 

先述の結果から、先ずは中心作業を清掃とし安

定を目指した。この理由は、事務作業として１年

目からおこなっていた「ファイリング」「穴開け

パンチ」「パンチシール貼り」に関して、パンチ

穴のズレやファイリングの場所間違いが時折発生

したことと、作業時間が不安定となったため、作

業量が定まっている清掃作業を優先配分すること

が作業態度の安定につながると判断したためであ

る。また、事務作業に毎日少しでも従事させるた

め、清掃作業が終了した後の時間内で完遂が可能

なように、日々の作業量を細かく調整した。 

この理由は、Ｔ子さんにとって事務仕事の職務

拡大が個人目標となってきたことで事務仕事の希

少価値が高まり、強化刺激としての意味が強まっ

たためである。この清掃作業では、大きな失敗や

パニックとなることは無かったが「きれい」「不

十分」の判断が難しく（明らかにゴミが残ってい

る、拭き忘れの場合は別）、Ｔ子さんと会社側と

の認識のズレが時々見られたため、その都度見本

を呈示して「確実な清掃」「効率的な清掃」を指

示していたが、完全な改善には至らなかった。 

(3)３年目 

前年度から中心作業として設定した清掃におい

て清掃場所の増加（職務拡大）に伴い、設定した

時間内に終わらないことから事務作業が徐々に溜

まりだし社内業務に支障が出てきた。また、清掃

場所の増加という物理的な要因だけでなく、清掃

の作業遂行そのものの不安定さも課題として残っ

ていた。この時期のＴ子さんは社内清掃の他に、

社外（委託）清掃の補助にも入っていたが、その

どちらでも細かいミスが発生していたため、課題

分析をおこない、抽出された課題を踏まえ「清掃

チェックリスト」を作成し活用した（図１）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 清掃チェックリスト 

  

このチェックリストにより、作業の順番が明確

になるだけでなく量（場所）も予想が付くことか

ら不安が解消され、安心して業務に入ることが可

能となり、さらにチェックを付けてゆくことで自

己有用感や達成感が得やすくなったようであり、

業務遂行の安定に寄与し確実な業務遂行と時間短

縮に繋がった。導入後２ヶ月目には今までには無

い機敏な動きで業務遂行をしている姿や、常に手

順書を傍らに置いて着実にチェックしながら業務

遂行する姿が多く見られるようになった。 

しかしその後、Ｔ子さんから報告時の度重なる

失敗に関し、①セリフを間違えているのか？②話

すタイミングなのか？どちらなのか知りたい。と

いう、自発的な訴えがあった。会社側ではこの対
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処方法として、報告時は毎

回、その都度事前に報告す

る内容を紙に書いておき、

それを読み上げることで確

実に失敗が無くなる方法の

「報告マニュアル」を提案

した（図２）。 

この方法は着実に効果を

あげ、言葉づかい、簡潔さ

での失敗は軽減されてきたが、その前段の行動

「報告のタイミングが分からないこと」が失敗に

大きく影響していることが判明したため、さらに

「タイミングカード」も導入した（図３）。 

 

 

 

 

 

 

図３ タイミングカード 

 

企業の基幹業務である総務では日々、来客応対、

電話応対、様々な書類整理やデータ入力がおこな

われ、業務遂行援助者といえども自分の業務処理

に追われておりある意味業務の切れ目というもの

が無い。そのような状況下どこで声をかけて良い

のか、一般社員でも迷う場面が多い。このような

環境下でＴ子さんも３年目に入り業務サイクルを

肌で感じ、仕事の邪魔をしてはいけないという洞

察、さらには気遣い・優しさも加わり、ハードル

の高い課題となっていたと考える。 

このタイミングカードは信号機を模した物で、

誰にでも視覚的に理解し易いことと、物理的に報

告対応できない状況が多いことを鑑み、セルフマ

ネジメントの要素を組み込み、次の行動に迷わな

いように明示したことがポイントと考える。 

以上、様々な補完手段とセルフマネジメントに

より、清掃作業では業務遂行能力が向上･安定し

作業時間が短縮した。また「報告マニュアル」

「タイミングカード」の導入により、報告時の不

安や混乱が解消され、作業全体がスムースに流れ

るようになった。 

このため、日々一定量の事務作業をおこなえる

時間が創出され、過去におこなっていたが中止し

ていた業務、「タイムカードチェック」「転記作

業」「在庫チェック」の復活となった。これらの

業務の再チャレンジ時は、多少の手順忘れが見受

けられたものの、確立した報告、相談でカバーし

ているため大きなミスの発生には至っていない。

また、新しい業務として「スキャニング」「簡単

な受付応対」「郵便局での切手購入」などさらな

る業務拡大にもつながった。つまり、従前おこ

なっていた事務仕事の復活がＴ子さんにとって自

己啓発となり、新しい業務も積極的に受け入れる

素地が形成されてきたと考える。 

また、当時のヒアリングの中で、「OAワークで

パソコンを使えるようになりたい」と希望が出た

ため、“清掃作業と事務作業の両立が定着した後

にトレーニングを再開”することで本人から了承

を得た。「OAワーク」「数値チェック」は、学校

～職場への移行時と入社後一定期間実施し、本人

並びに我々支援側も確実に効果があり、実務に般

化し易いことを理解している。この慣れた作業で

の「成功体験の積み重ね」はＴ子さんのキャリア

形成の上では非常に重要であったと考えている。 

(4)４年目 

 担当業務を拡大し自分で判断ができるようにな

る、という目標は、様々な補完手段は用いている

もののセルフマネジメントの観点からは着実に達

成されつつあると判断する。特にMWS（OAワー

ク）では、長期間「数値入力連続テスト」の試行

をおこなった結果（試行数＝8,520回、エラー数

＝8回、正答率＝99.9%）では、数値入力に関して

確実に身に付けたことの証明になると考える。こ

の再試行に関しては本人の希望もあったが、

「データ入力実務」の前段階として数値入力の習

熟度を上げたいという、会社側の意図もあった。  

このMWSの結果を踏まえデータ入力の試行を始

めたが、「日付、時間の読み上げ」「確認のポイ

ンティング２回」を確実におこなっていることは、

まさしく課題間般化したことになる。１日あたり

15分程の時間であるが、現時点で４ヶ月間連続し

て入力ミスは一度も無く、いつ実務に移っても可

能な状態までに習熟している。 

 

５  まとめ 

(1)TPの有効性 

Ｔ子さんとは平成20年から関わってきたが、そ

図２ 報告マニュアル
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の中で、着実に全般的な自律性（セルフマネジメ

ント）が形成されてきたと感じている。 

このことは、TPの系統的・構造的な支援手段に

より、一つ一つの作業課題や行動においての「セ

ルフマネジメント」「対処方法」「ストレスマネ

ジメント」がその都度明確にできるようになった

事に起因すると考える。現在でも課題が発生する

と必ずこの基本をチェックすることで、大きなミ

スや問題行動まで発生していないことからも、こ

のことは支持できよう。また、この構造化された

取り組みで、本人のみならず我々支援側において

も安心感となり継続できたことは、TPで習得した

「進め方」や「こうすれば出来る！」といった自

己肯定感が培われた結果であると考える。 

つまり、TPによる指導はセルフマネジメントの

向上のみならず、自己肯定感を通じ、キャリア形

成につながっていったと考えられる。 

(2)TPによる指導とキャアリア形成制度との関係 

Ｔ子さんへの当社の関わりを、中村他4)のキャ

リア形成制度の３つの要素から見てみると以下の

通りになると考える。まず、第一因子（能力開

発・成長）部分では、Ｔ子さんの作業遂行能力の

向上を目指した中で、物の工夫・動きの工夫・対

処方法など具体的な行動を調整するように取り組

み、第二因子（職務・役割調整）では、役割を決

める前段階として様々な職務を体験させ職務適合

性を分析することで適切な職務選択をおこない、

第三因子（支援環境）では、メンタル面の補完・

強化を中心に支援側のアプローチ方法・手順を、

TPで示されているとおりに実践した（表２）。 

 

表２ Ｔ子さんのキャリア形成の３要素

 

 

これにより、キャリア形成制度の３つの要素を

構成するにあたり、全ての項目でTPの支援技法が

活用され、Ｔ子さんのキャリア形成において重要

な要素となっていることが伺える。 

つまりTPによる指導・支援は、一般的なキャリ

ア形成のための取り組み、という観点からも捉え

ることができるものなのである。 

(3)TPの汎用性 

先述したように、TPの企業現場での継続的活用

の結果、セルフマネジメントスキルの獲得により

業務遂行の安定だけではなく、生活面でもＴ子さ

んなりに活用しているように感じる。これは、直

近で採ったMSFAS等での、自己認識の深化、プラ

イベートでの多彩な活動、組織内での役割認識、

などが顕著に表れたことからも確認できる。 

以上から企業内のTPの体系的活用は、加賀5)が

述べたようにメンタル不全休職者等の職場復帰に

おける企業内リハビリテーションとしての位置づ

けだけでなく、本事例のとおり高等部新卒で初職

の障害者にも適用可能であり、かつ有効であるこ

とが実証されたと考える。また、当事者の職務上

だけでなく、ライフキャリア形成における支援の

中でも、充分に活用してゆけることの可能性が示

唆されたと考える。 

 Ｔ子さんの職業生活はいまだ初期段階であるが、

今後のライフステージ毎のキャリア形成やキャリ

ア変化においても、TPは有効なツールとして存在

することであろう。 
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特例子会社における知的障害者の仕事能力形成タイプとマネジメント 
―特例子会社へのアンケート調査の結果からー 

 

眞保 智子（高崎健康福祉大学健康福祉学部 准教授） 
  
１  はじめに 

近年企業が地域や社会の人々の要請に応える社

会的存在であることが強く求められ、障害者雇用

もそうした関心のもとで、進められてきた側面が

ある。しかし企業は、自らの組織を維持発展する

ために、利益を志向しなければならない。福祉的

な意味合いだけで雇用するのであれば、安定的な

雇用継続は難しい。安定継続的な雇用の拡大のた

めには、知的障害者が、日々の仕事の中で、その

仕事をこなす能力を身に付け、それらを高めてい

くことが重要であり、そのためには、質の高い仕

事と環境が必要である。 

そこで、知的障害者を雇用している特例子会社

では、どのような方法でマネジメントをしている

のか。本研究は、小池和男の一連の研究１）であ

る知的熟練の理論で指摘する「ふだんと違った作

業」をこなす「知的熟練」を構成する要素の一部

を知的障害者が担う、すなわち「判断を伴う」仕

事を担うことについて検討する。また「判断を伴

う」仕事を担う労働者に職場で必ずなされている

はずであるOJTについてキャリアに注目して仕事

能力形成の方法とそれを促すマネジメントについ

て明らかにする。 

「キャリア」に注目するとは、知的障害者の仕

事経験、特に１つの組織や企業での関連のある仕

事経験に注目するということである。そしてこれ

は仕事経験によりなされるOJTを確認することで

ある。さらに、仕事能力形成とそれを促すマネジ

メントとして目標設定、目標達成度の賃金への反

映等を切り口に分析を試みる。 

 

２ 先行研究と本研究の意義 

わが国の障害者雇用を促進する政策立案のため

の研究機関として独立行政法人高齢・障害者雇用

支援機構とその前身である日本障害者雇用促進協

会は、障害者雇用に関わる幅広い研究の蓄積があ

る。独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機

構は、都道府県に設置されている障害者職業セン

ターにおいて、職業カウンセラーを通じて、障害

者の職業リハビリテーションを支援する実践機関

でもある。そのため、求職者の職業選択行動を支

援するという観点から、特別支援学校から企業や

福祉的就労への移行や福祉的就労から一般雇用へ

の移行を円滑にする支援のあり方や政策に関わる

研究が多く、就職した後の職場における仕事配置

や異動などキャリアに関わる研究は比較的少ない

が、高齢・障害・求職者雇用支援機構障害者職業

総合センター（2004）２）は、知的障害者だけを

対象とした研究ではないが、研修を受講し、自社

の障害者の支援を現場で行う障害者職業生活相談

員1200人に対するアンケート調査（事業所調査）

から、「総合的に見て能力や仕事の質の向上がみ

られる」と回答した事業所が71％と多数であった

としている。しかしその水準としては十分ではな

いとして、その理由は、本人の能力向上・学習意

欲の向上」をあげている事業所が72％あったが、

一方でこれからの課題として「いろいろな種類の

仕事を経験させる」46％、「職業能力・訓練機会

の拡大」41％と現在の職務配置や仕事内容が十分

でないこと示唆している、としている。能力開発

に関わる質問項目として、障害種別ことに集計さ

れていないが、「採用直後の訓練実施」、「社内

の研修等の集合教育」、「社外の研修等の集合教

育」、「指導者を決めたOJT」、「指導者を決め

ないOJT」、「技術革新対応の特別訓練」、「自

己啓発学習への資金的・時間的援助」について聞

いており、多くの従業員が参加している訓練とし

ては、「指導者を決めたOJT」、「指導者を決め

ないOJT」であるとしている。 

特例子会社に限定した職場での能力開発につい

て、社団法人日本経済団体連合会（2004）３）は、

全国の特例子会社を対象としたアンケート調査の

結果の分析から、特例子会社の経営課題の１つと

して障害者の能力開発をあげている。 

青木（2008）４）は知的障害者が働く現場の仕

事に注目し、能力開発についても企業内援助者の
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ナチュラルサポートによる知的障害者の職務遂行

能力の向上について言及している。しかし、仕事

能力形成を目標設定や評価の賃金との関係で分析

した研究は少なくこの点に注目する意義がある。 

 

３  調査対象と調査方法 

本研究の課題を明らかにするためにアンケート

調査を実施した。調査は、平成22年4月末日現在

で厚生労働省が公表した全国の特例子会社281社

を対象とし「特例子会社における知的障害者の能

力開発と雇用管理に関する調査」として実施した。

調査票を廃業、所在不明の3社を除いた278社に対

し 平 成 22 年 12 月 に 郵 送 し 、 153 社 （ 回 収 率

55.03％）より回答を得た。回答のあった153社の

うち知的障害者を雇用している企業は132社で

あった。したがって、この132社のデータが主な

分析対象となっている。 

アンケート調査の分析は単純集計の結果をもと

に、本研究の課題を明らかにするために、重要な

質問項目についてクロス集計を行い、その結果を

もとに考察する。 

 

４  職場における仕事能力と配置 

 入社後の仕事能力の伸長を明らかにするために

表１に示した質問項目を設定した。 
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73 .9%

56 .5%

51 .5%

52 .7%

22 .1%

8 .5%

21 .4%

23 .9%

41 .2%

44 .7%

44 .3%

64 .9%

67 .7%

2 .3%

2 .3%

2 .3%

3 .8%

3 .1%

13 .0%

23 .9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

担当する仕事のできばえや品質が向上した

担当する仕事について、
作業や手順の正確さが向上した

担当できる仕事の種類が増えた

担当する仕事で、
ふだんの作業は1人で任せられるようになった

担当する仕事で、ふだんと違う状態が生じていると
報告・相談できるようになった

担当する仕事について、社内の後輩や
外部の人に説明できるようになった

担当する仕事について、
問題点や改良点などを指摘できるようになった

ほとんどの人 一部の人 いない

図１

 

 

自社の知的障害のある社員のほとんどの人が

「担当する仕事のできばえや品質が向上した」と

している企業は76.3%、「担当する仕事について、

作業や手順の正確さが向上した」73.9%と７割以

上の企業で全般的に仕事能力が伸長したことを示

唆する結果となった。より具体的な項目で聞いて

いる「担当できる仕事の種類が増えた」「担当す

る仕事で、ふだんの作業は１人で任せられるよう

になった」「担当する仕事で、ふだんと違う状態

が生じていると報告・相談できるようになった」

については、自社の社員のほとんどの人という回

答はいずれも50％強となるが、一部の人を入れる

とほぼ100％と多く企業でそうしたことができる

ようになった社員がいることがわかる。 

一方で小池他の研究で「判断を伴う」高い仕事

能力とされる「担当する仕事について、社内の後

輩や外部の人に説明できるようになった」が自社

の社員のほとんどの人である企業は22.1％、「担

当する仕事について、問題点や改良点などを指摘

できるようになった」は8.5％となるが、一部の

人を入れると８割前後の企業でそうした社員がい

ることが明らかになった。 

では、こうした仕事能力の形成はどのように行

われたのであろうか。OJTとそれを効果的に成す

ための配置であると考えられる。そこで、職場で

の仕事能力形成のための訓練であるOJTを個別の

訓練内容ではなく、「関連ある領域での仕事を経

験」すなわち「キャリア」に注目して見ていく。

そのため調査では、表２に示した５つの質問を設

定した。 
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担当する仕事で、
ふだんの作業は1人で任せられるようになった

担当する仕事で、ふだんと違う状態が生じていると
報告・相談できるようになった

担当する仕事について、社内の後輩や
外部の人に説明できるようになった

担当する仕事について、
問題点や改良点などを指摘できるようになった

ほとんどの人 一部の人 いない

図2

 

 

表２・図２のとおり、小池他の研究で示されて

いるOJTによる仕事能力形成のキャリアである、

関連のある仕事の中で、簡単な作業からむつかし
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い作業に移動することを確認する質問項目である

「１つの仕事の中で、より難度の高い作業への配

置」を自社の社員のほとんどの人、一部の人にし

ている企業が77.97％で最も多い。ついで、でき

る作業の幅を広げる「１つの仕事の中で、難度が

同じ、別の作業への配置」が74.79％と多く、ま

た「１つの仕事の中で、最初に担当した作業のみ

を継続」については、自社にそうした社員がいな

い、とする企業が半数にものぼることからも企業

で、知的障害のある社員も健常者の先行研究と同

様に「関連ある領域での仕事を経験」すなわち

「キャリア」が確認できる。仕事能力形成にOJT

が有効であることは広く知られているところであ

るが、OJTにより実際に仕事能力が伸長している

ことが、こうした配置、キャリアを確認すること

で明らかになった。 

 

図3
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OJTの代理指標である「１つの仕事の中で、よ

り難度の高い作業への配置」と「担当する仕事に

ついて、社内の後輩や外部の人に説明できるよう

になった」（表３・図３）、「担当する仕事につ

いて、問題点や改良点などを指摘できるように

なった」（表４・図4）をクロス集計した。 

「１つの仕事の中で、より難度が高い作業への

配置」を自社の社員のほとんどの人に行っている

とする企業が「担当する仕事について、社内の後

輩や外部の人に説明できるようになった」「担当

する仕事について、問題点や改良点などを指摘で

きるようになった」が自社の社員のほとんどの人

とする企業の割合が最も高い。 

関連のある仕事の中で、簡単な作業からむつか

しい作業に移動する配置とそれに伴うOJTにより

改善の提案ができる「判断を伴う」仕事能力が形

成される知的障害者は多くの企業で見られ、限定

的である可能性は否定できないが存在することが

明らかになった。 

 

５  仕事能力形成を促すマネジメント 

 仕事能力形成を促すマネジメントはどのような

ものか、目標管理と賃金への反映、昇給制度から

見ていく。「判断を伴う」難度の高い仕事能力で

ある「担当する仕事について、問題点や改良点な

どを指摘できるようになった」と「従業員が仕事

能力向上のための目標を立てる」（表５・図５）

クロス集計した。 

 

 

図5
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表５と図５から「担当する仕事について、問題

点や改良点などを指摘できるようになった」が自

社の社員のほとんどの人とする企業が「知的障害

のある従業員自身が助言を受けながら仕事能力向

上のための目標を立てる」とする割合が81.1％と
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最も高い。一部の人でも７割弱であり、目標設定

をすることは、知的障害者の仕事能力の形成に有

効であることが示唆される。 

 「目標の達成度を評価し賃金に反映させる」と

のクロス集計では、「担当する仕事について、問

題点や改良点などを指摘できるようになった」の

が自社の社員のほとんどの人とする企業で、「反

映しない」が9.1％なのに対し、そうした従業員

が「いない」とする企業は、25.8％である（表

６・図６）。 

 

図6

9.1%

5 .7%

12 .9%

18 .2%

14 .8%

16 .1%

54 .5%

37 .5%

16 .1%

9 .1%

27 .3%

29 .0%

9 .1%

14 .8%

25 .8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ほとんどの人

一部の人

いない

問
題

点
や

改
良

点
な

ど
を

指
摘

で
き

る
よ

う
に

な
っ

た

達成度を評価し賃金に反映させる

月例給に 賞与に 月例給と賞与に 昇給と金額に 反映しない  

 

難度の高い仕事に挑戦させて仕事能力を形成す

るためには、新たな仕事に挑戦し一時的に仕事の

できばえが下がることが賃金の低下を招くとした

ら誰も新たな仕事に挑戦しOJTを受けようとは思

わない。人的資源管理の研究の蓄積から、これら

の対策として一定期間は査定つきの定期昇給が仕

事能力形成には有効であるとされる。知的障害者

が雇用されている職場ではどのような昇給制度で

あろうか。正社員と有期契約社員に分けてクロス

集計を行った（表7・図7）。 
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正社員として雇用している企業の7割が査定つ

き定期昇給制度となっており、有期契約社員で

あっても5割弱がこの制度をとっている。健常者

を対象とした先行研究で示されてきた仕事能力形

成を促すマネジメントが知的障害者の職場におい

ても取り入れられていることが明らかになった。 

 

６  おわりに 

本研究のデータから職場での仕事能力形成タイ

プについて考察すると現時点では以下の３つの型

が考えられる。（Ⅰ）キャリア形成型「高い技能

で経験により仕事能力形成あり」は、「問題点や

改良点を指摘できるようになる」「担当する仕事

について社内の後輩や外部の人に説明できるよう

になった」レベルの人たちである。（Ⅱ）反復訓

練達成型「やや低い技能で経験により仕事能力形

成あり」は、「担当できる仕事の種類が増えた」

「担当する仕事で、ふだんの仕事は1人で任せら

れるようになった」、「担当する仕事で、ふだん

と違う状態が生じていると報告・相談できるよう

になった」レベルの人たちである。（Ⅲ）入門職

タイプ「やや低い技能で経験により仕事能力形成

あまりなし」は、「担当する仕事のできばえや品

質が向上した」、「担当する仕事について、作業

や手順の正確さが向上した」、「担当できる仕事

の種類が増えた」の設問にそうした従業員は「い

ない」と回答した2.3％（３社）の企業の社員が

該当すると考えられる。また、「１つの仕事の中

で、最初に担当した作業のみを継続している」の

設問に、そうした社員が「ほとんどの人」と回答

した22％（26社）については今後さらに精緻に検

討する必要がある。 
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知的障害者を見守る・地域と施設の役割 

 

前田 斉（練馬区立貫井福祉工房(就労サポートねりま)  支援員） 
  
１  はじめに 

本稿では、就労支援において練馬区立貫井福祉

工房(以下「就労サポートねりま」という。)が、

就労支援をしていくうえで欠かすことのできない

他事業との関わりを考えると共に、就労サポート

ねりまが地域においてどのような役割を担ってき

たか、事例を交えながら検討していく。 

 

２  施設概要 

 当施設は平成16年２月、東京都練馬区に区立民

営の知的障害者授産施設として開設し、平成19年

4月より自立支援法に基づく就労移行支援事業を

実施している。 

利用者はパン製造、喫茶、バックヤード、印刷

の４つの作業班で、毎日作業訓練を行っている。

また、毎週金曜日の午後の時間を使い社会生活を

送る上での体験的な学習(以下「生活活動」とい

う。)も併せて行い、就職のための準備をしてい

る。 

定員20名となっており、平成24年９月現在で述

べ69名の就職者を出している。ハローワークや障

害者支援センター、生活支援センター、東京ジョ

ブコーチなどと連携しながら就労支援やアフター

フォローを行っている。 

 

３  就労サポートねりまから見るネットワーク 

（1）練馬区内のネットワーク構築と連携 

練馬区では行政の働きかけにより、就労移行支

援事業所や障害者就労支援センター、練馬区の管

轄をしている池袋ハローワーク、区内の特別支援

学校、生活支援センターなど、障害者の就労支援

に携わる関係者が定期的に集まりネットワーク会

議を開催している。 

ネットワーク会議では情報交換や情報共有、各

機関の見学会を行っている。また、事例検討や就

労支援研修を行い職員のスキルアップを図ってい

る。施設同士がお互いの特徴や役割を共有し練馬

区としてどのように就労支援をしていくか、検討

する場となっている。就労支援に関わる機関のス

タッフが顔を見ながら話し合いの場を持つことで、

より強固なネットワークが築かれ、情報交換がス

ムーズになり、在籍利用者に対して情報が常にリ

アルタイム提供できることが出来るようになって

いる。 

①障害者就労支援センター 

 障害者就労支援センター(以下「レインボー

ワーク」という。)は練馬区の求人情報、就労情

報収集の中心的役割を担っている。 

前述した練馬区内のネットワーク会議も中心と

なり実施しているため、就労サポートねりまとし

ても関わる機会の多い機関である。 

生活活動の場でも協力を仰ぎ、模擬面接で面接

官役を担っていただいたり、レインボーワークで

行っている訓練の体験をさせていただくこともあ

る。 

また、年に数回、当施設へスタッフを招き、在

籍利用者の情報交換を行ない、就労支援における

アドバイスや、職場の紹介などを頂くなど、様々

な場面でバックアップを受けている。 

②福祉事務所(福祉司) 

練馬区には練馬、石神井、光が丘、大泉と４つ

の福祉事務所がある。利用者についての情報交換

を行い、生活面のことや行政手続きなどについて

の相談をしながら支援をしている。 

また、就労サポートねりまでは、年3回、個別

支援計画作成会議を行っているが、福祉司に出席

していただいている。利用者が何を目標にして就

職活動を実施しているか確認していただくと共に、

会議には家族も参加していることから、必要とさ

れている生活面のニーズなどの把握する場となっ

ている。 

③生活支援センター 

練馬区内には光が丘に『すてっぷ』、大泉に

『さくら』という２か所の生活支援センターがあ

る。 

相談支援を中心に、地域交流、余暇プログラム

などを実施している。 

就労サポートねりまとの関わりでは主にＯＢ・
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ＯＧの余暇支援、相談窓口の場となっている。相

談事や悩みを生活支援センター経由で知ることも

ある。 

在籍利用者も利用することはあるが利用率は、

１～２割程度に留まる。生活活動の中で生活支

援センターの見学をしたり、プログラムの体験

などをしながら、在籍利用者が生活支援セン

ターを利用しやすい環境作りなどもしている。 

練馬区の企画で就職者を対象とした「たまり場」

という余暇支援プログラムを実施しており、就労

サポートねりまのＯＢ・ＯＧも参加している。 

 

（2）東京ジョブコーチとの連携 

東京ジョブコーチ支援事業の一つに、企業や施

設からの支援依頼に応じてジョブコーチを派遣す

る「職場定着支援事業」がある。就労サポートね

りまの就労支援は、この事業を活用することが多

い。 

就労サポートねりまの特徴の一つとしてアフ

ターフォローの充実が上げられる。 

現在、約50名のＯＢ・ＯＧがいるが最低でも３

か月に一度の定期訪問を実施している。しかし、

限られたスタッフで在籍利用者への施設内訓練、

就労支援を行い、更にアフターフォローを実施し

ているため支援が行き届かず、会社からの報告で

会社訪問をすると問題が大きくなっていることも

あった。 

平成21年１月に東京ジョブコーチ事業が立ち上

がって以来、様々な場面で連携を組んでいる。特

に、就労前提実習や定着支援では東京ジョブコー

チの支援を要請している。 

東京ジョブコーチを利用することにより、支援

に出向く負担が軽減された。また、支援員や職場

スタッフとは違う第三者の視点で利用者の様子を

観察してもらうことができ、課題の早期発見、早

期支援にも役立っている。 

 

（3）その他機関との連携 

①池袋ハローワーク 

就労サポートねりまに入所した利用者は、練馬

区を管轄している池袋ハローワークに求職登録を

している。また、年に２回ハローワークの協力に

より、面接練習の場を提供していただいている。 

その他にも、練馬区のネットワーク会議に参

加していただき情報交換をしたり、就労関係の

各種制度の指導を仰いだりと、様々な場面で連

携している。 

②学生ボランティアサークル 

就労サポートねりまでは毎月第２土曜日を在籍

利用者とＯＢ・ＯＧに余暇活動の一環として施設

開放している。毎回テーマは決まっており、参加

した利用者が主体となって活動を実施している。 

その活動には大学の福祉系学科のボランティア

サークルが参加している。 

また、毎月第４木曜日の18時からＯＢ・ＯＧを

対象にバスケットボールサークルを実施している。

ＯＢ家族会が中心となって実施しているが、こち

らにも学生ボランティアが参加している。 

余暇活動に関しては、職員だけでは支援しきれ

ない分野だったが、学生ボランティアが参加する

ことにより、安全に活動が出来、ＯＢ・ＯＧに

とって、リフレッシュの場となっている。 

 

４  事例について 

今回の事例では、就労、定着そして離職に至る

まで、就労サポートねりまがどのような支援をし

て、どのように地域との関わりを持ったかを紹介

する。 

また、本人を支えるために構築された様々な機

関とのネットワークの中で、就労サポートねりま

が担ってきた役割について見ていく。 

 

【プロフィール】 

 Ａさん 男性(サポートねりま利用開始時37歳) 

 東京都 愛の手帳3度(職業重度判定あり) 

 岡山県の授産施設に通っていたが、父親の病気

療養のため東京都練馬区に転居する。練馬区に転

居後、平成18年７月より就労サポートねりまを利

用する。 

家族構成は父親と二人暮らしをしている。姉は

結婚してさいたま市に住んでいる。 

 穏やかで、会話は可能だが吃音（きつおん）が

強く、丁寧に聞き取る必要がある。体調の変化な

どは支援者の気付きが必要となる。 
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（1）就労サポートねりま在籍時の状況 

 就労サポートねりまに入所後は、バックヤード

でパンの配達準備、道具の拭き上げ、パンの店だ

しなどの作業を行う。身だしなみ、コミュニケー

ション、話の聞き方が課題としてあがり、個別支

援計画で目標として課題に取り組んでいる。 

土曜日は生活支援センター『すってぷ』へ行き

各種プログラムに参加、日曜日は渋谷教会でミサ

に参加するなどして休日を過ごしている。 

 就労サポートねりまには１年３か月在籍して就

職に至っている。 

 

（2）就労支援、定着支援 

 都内のブライダル関連会社で、清掃業務の障害

者雇用を始めるということで求人があり応募、実

習、トライアル雇用を行い平成19年10月に就職し

ている。知的障害者10名と部署の立ち上げメン

バーとして働く。 

作業内容は建物内の床清掃、備品の拭き上げな

どを行う。定着するまでは職場スタッフと協力を

しながら、就労サポートねりまの職員が支援を

行った。 

 

（3）家庭環境の変化 

 平成23年２月に父親が他界する。 

就労先のスタッフが身だしなみの乱れや様子の

変化に気付き、就労サポートねりまに連絡をする。

すぐに福祉事務所と連絡をとり、福祉司と『す

てっぷ』の職員が自宅訪問をして、父親の死亡を

確認する。 

本人は現状を自ら訴えることが出来ず、父親の

遺体の横で２～３日生活していた可能性がある。

姉と連絡を取り、しばらくさいたま市にある姉の

家で生活をする。 

 

（4）生活支援 

 姉の家で一緒に生活することは難しいとのこと

から、練馬区内にある緊急一時サービスを３か月

利用する。 

就労先の見解としては、本人の住居が安定する

までは、有給休暇などを使い欠勤しても良い、と

いう柔軟な対応をいただく。 

練馬区内のグループホーム、ケアホームは空き

がなかったため、平成23年５月に豊島通勤寮への

入寮が決まる。生活面での課題(身だしなみ、洗

濯、入浴など)について取り組み、改善が見られ

る。 

ゴールデンウィーク明けには職場復帰をしてい

る。通勤支援を通勤寮職員、東京ジョブコーチ、

就労サポートねりま職員で順番に行う。何度か練

習することで、通勤の問題はなくなっている。 

 土日の過ごし方としては通勤寮のプログラムに

参加している。また、『すてっぷ』へ行き、各種

プログラムに参加している。『すてっぷ』は、練

馬に住んでいた頃からよく利用していた。また、

毎週日曜日の午前中は、渋谷の教会へ行き、ミサ

に参加している。 

  

（5）仕事をしていくうえでの課題 

 職場訪問を重ねることで、職場担当者から課題

について話をいただくことが多くなってきた。 

就労サポートねりまに在籍していた頃から身だ

しなみや整容には課題があった。その課題が完全

に克服できずに就職し、就労先のスタッフも理解

を示していただいた。就労先としては、父親の支

援力（頑固な性格や病状）を理解しており、仕事

をする上での最低限の身だしなみのみを求めてい

た。 

父親の他界を境に豊島通勤寮を利用することで、

身だしなみについては施設で重点的に取り組み、

少しずつ改善が見られるようになってきた。その

反面、改善が見られたことで隠れていた食事の摂

り方や身支度、清潔感など、身だしなみ以外の生

活スキルの課題が目立つようになってきた。 

もともと、巧緻性は低く、模倣する力も弱い。

また、自分のやり方で作業を進めることが多く、

指摘された作業を修正する力もそれほど高くない

が、これらのことが会社の支援力ではまかないき

れなくなっていた。それと付随して、清掃の能力

にも課題が出てきたり、コミュニケーション面の

課題を指摘されることが増えてきた。 

 課題に対する支援としては、仕事方法の改善、

本人とのコミュニケーションの取り方、余暇の過

ごし方の提案を中心に行う。しかし、容易に修正

することが出来るような課題ではなく、時には、

就職先スタッフと姉や通勤寮の職員とが打合せを
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して、本人の現状を確認いただくと共に、生活面

から改善を図ろうとすることもあった。 

 また、精神科へ通院し精神的なストレスがない

か確認をしたり、本人の現状の能力を把握するた

め『すてっぷ』でＩＱの再診断を実施した。 

  

（6）離職支援 

本人が仕事に復帰してからは１か月に１回程度

の職場訪問を実施して、本人の現状確認を行い、

福祉司や通勤寮に状況報告をしている。 

場合によっては、通勤寮職員との同行訪問をして

いる。 

23年11月頃から離職の話が出てくる。就労先か

ら離職の話が出てから何度か本人と面談を行って

いる。その中で、本人は就労への意欲を口にして

いる。 

その話を受けて、実習が出来る会社を探してい

る。通勤寮よりＩＴ企業の特例子会社(建物内清

掃)の紹介を受けた。会社には事情を伝え、有給

休暇を取得しながら実習を受ける。実習支援には

就労サポートねりまと通勤寮の職員が行う。結果

は残念ながら不採用となった。 

 

24年５月に離職をしている。 

何度か本人と面談をしたが、以前から住み慣れ

た練馬区内での生活を希望しており、離職を期に

豊島通勤尞から練馬区内の区型のグループホーム

に転居する。 

併せて、今後の就労準備のため、本人や姉、福

祉司や生活支援センター職員と相談し練馬区内で

就労移行事業所と就労継続Ｂ型施設の見学、実習

をしている。結果、就労継続Ｂ型に入所すること

となる。 

 

５  まとめ 

ネットワークを辞書で調べると『個々の人のつ

ながり。特に、情報の交換を行うグループ』と記

されている。 

地域の支援機関がお互いに顔の見える位置で連

携を取ることで、それぞれのサービスを理解し、

より強固なネットワークを構築できるのではない

かと考える。 

Ａさんの事例では、同居していた父親が他界し

たたことで、本人を取り巻く環境が大きく変わっ

た。本人の訴えにより福祉事務所が中心となり連

絡、調整をしていくことが本来の姿かと思われる

が、今回のケースでは、本人や家族からの訴えが

弱く、消極的だった。このような状態が、地域の

社会資源を結束させて、支えていく体制を作り上

げたのだろう。 

就労先の企業が本人の様子の変化に気付き、就

労サポートねりまに連絡をくれた。これをきっか

けに、ネットワークの中心となり本人を支えてい

く形となった。 

就労サポートねりまは普段から多くの企業との

関わりがあり、就労部分だけではなく、事例のよ

うに生活部分の課題を指摘されることがある。 

対人支援をするためには、タイミングやスピー

ドが求められる。問題が起こってからネットワー

クを構築するのではなく、普段からの連携が必要

となってくる。地域全体で障害者を支えることで、

安心して生活を送ることが出来るのだと改めて感

じた。 
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知的障害者の転職へ向かう要因に関する研究 
－インタビュー調査から－ 

 
○佐藤 智子（世田谷区立障害者就労支援センターすきっぷ  支援員） 

西村 周治（社会福祉法人東京都知的障害者育成会） 
 
１  はじめに 

世田谷区立障害者就労支援センターすきっぷ

（以下「すきっぷ」という。）は、就労移行に特

化した授産施設として平成10年に開設され、自立

支援法施行後、就労移行支援事業に移行した。ま

た、東京都単独事業である、区市町村障害者就労

支援事業を受託し、世田谷区における就労支援セ

ンターとして、相談部門を併設している。主な支

援対象者は知的障害者であるが、相談部門では発

達障害者、高次脳機能障害者も対象としている。 

開設以来、一般企業等への移行者で現在就労継

続中の人は、236名である (平成24年３月末現在)。

その業務内容の内訳は図１のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このうち、延べ81名（34.3%）が、1回以上の離

転職を経験している。このカウントにはすきっぷ

利用以前に離転職を経験したケースは含んでいな

いため、実際に離転職を経験した人の割合はさら

に多いと言える。 

そこで本研究では、知的障害者の転職事例を検

証し、以下の３点について調査をする。 

(1)離職したいという気持ちに向かわせる要因は

何か？ 

(2)離職から転職に向かう意欲を向上させる手立

ては何か？ 

(3)離職・転職支援を行うにあたり、必要とされる

支援者のコーディネート力とは何か？ 

 

これらを明らかにすることにより、当事者の転

職へのモチベーションを向上させ、スムーズな転

職活動へ結びつける支援方法を見出すことを目的

とする。  

 

２  研究の方法 

(1)調査対象者 

 すきっぷの支援により転職した81名に対し、イ

ンタビュー調査依頼書及び承諾書を郵送した。事

前に調査承諾を得られた14名（17.3%）を調査対象

とした。 

(2)データ収集と分析方法 

月に１度すきっぷにて開催される「すきっぷフ

レンドパーク」（余暇活動・自主活動支援）の場

でインタビューを行うこととし、対象者１名に対

し１名の調査者が半構造化面接を行った。平成24

年７月に７名、８月に７名のインタビューを行っ

た。面接時間は被調査者の負荷を考慮し、１人概

ね20分程度とした。内容は事前に承諾を得たうえ

でＩＣレコーダーに録音し、得られたデータより

逐語録を作成したところ、総計約６万字であった。 

逐語録を精読し、文脈を損なわないように抽出

し、その内容を解釈しコード化した。コードは意

味内容の類似性に着目してサブカテゴリー化し、

さらに得られたサブカテゴリーを同じ意味をもつ

ものをまとめて検討し、カテゴリー化した。 

離職から転職に至るモデルとしては図２のよう

に定義し、この２要因ごとに分類を行った。 

 

 
 
 
 
 
 
(3)倫理的配慮 

被調査者には、事前の承諾書に加え、聞き取り

前に口頭で、調査への協力は自由意志によるもの

であり、途中でも調査を中止できること、データ

 

9

56
38

17

34

82

事務

清掃

店舗・バックヤード

調理・食品・厨房内作業

倉庫流通

その他

自らの意志

不可抗力（解雇等） 次の方針定まらず

すぐに転職活動

離職の理由 離職後の状況

図２ 離職から転職へ至る経緯 

図１ 就職者の業種別内訳（名）ｎ＝236 
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の匿名性とプライバシーの厳守を確保することな

どを説明した。  

また、被調査者の家族に対し、「すきっぷファ

ミリー会（すきっぷＯＢ利用者の家族会）」にて、

事前に調査の趣旨説明を行った。  
 

３  結果 

(1)対象者の概要 

インタビュー対象者は、男性６名、女性８名で

あった。  

離職から転職に至る経緯を図２のモデルに当て

はめた人数の内訳は表１のとおりである。  

 
 

 

 

 

 

自らの意志で離職した人が10名、解雇、業務縮

小等、不可抗力な理由で離職した人が４名であっ

た。 

分析の結果、101の意味項目を抽出し、５つのカ

テゴリー、19のサブカテゴリーを抽出した(表３)。

以下、カテゴリーを項目とし、サブカテゴリーは

【 】、カテゴリーを代表する面接内容を「 」、

面接内容が分かりにくい部分は、調査者が前後の

文脈から（ ）内に補足した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2)離職へのきっかけ 

このカテゴリーは、被調査者が離職を考える

（または決める）きっかけとなった言葉を表して

いる。この中でも、表１のとおり、自らの意志に

よるものと会社都合などの不可抗力の理由による

ものとに分けられる。  

①【人間関係】 

「（会社の人から）きつい言葉を言われた」「う

るさい人がいた」等があった。また、「暴力を振

るわれた」などのクリティカルな状況にあったこ

とも窺える発言があった。  

②【仕事内容】 

「他の仕事がしたい」「もっと仕事がしたい」

「仕事を任せてもらえない」等、仕事に対しては

前向きな言葉が見られた。  

③【健康】 

「体力的に疲れた」「心的疾患になった」「ア

レルギーがあって（アトピーがひどくなった）」

等の言葉があった。  

④【気持ち】 

「お客に（声をかけられて）聞かれるのが嫌だ」

「仕事を辞めたくなった」「（会社が）不景気な

のがわかった」等の言葉があった。  

⑤【会社事情】 

「面倒みきれないって言われた」「リストラさ

れた」「契約が満期になった」「次の仕事を紹介

された」等、一方的な理由が多かった。  

⑥【職場環境】 

「休憩がとれない」「働く時間が短くなった」

「給料が安かった」「話し相手がいなかった」等

の言葉があった。  

(3)転職を決めた理由 

このカテゴリーは、離職が理由となるものから、

離職から気持ちを切り替え転職に向かおうとする

気持ちが表されている。  

①【会社事情】 

「職場が引越しする」「上司に言われた」等一

方的な事由から転職せざるを得ない状況となった

ことが分かる。  

②【支援機関】 

「（相談したら支援機関から）辞めましょうと

言われた」「（次の仕事を）支援機関に決められ

た」「（就職できる）他の会社があることを知っ

た」等、支援機関が積極的に転職を勧めた様子が

表１ 離職から転職へ至る経緯（人数内訳） 

自らの意志 すぐに転職活動 4

自らの意志 次の方針定まらず 6

不可抗力（解雇等） すぐに転職活動 2

不可抗力（解雇等） 次の方針定まらず 2

カテゴリー サブカテゴリー

人間関係

仕事内容

健康

気持ち

会社事情

職場環境

会社事情

支援機関

健康

職場環境

ポジティブ

ネガティブ

気持ち

経済的

見通し

周囲の理解

現状での励まし

後押し

気持ち

離職へのきっかけ

転職を決めた理由

離職の際の気持ち

転職活動中の気持ち

相談できた気持ち
と周囲の反応

表３ 離職から転職に至る要因 
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窺える。  

③【健康】 

「会社に行けなくなって」「うつの一歩手前ま

でいって」等、ネガティブな理由から転職を決め

た様子が窺える。  

④【職場環境】 

「うるさい人がいて嫌だった」等、離職へのき

っかけと類似する理由が見られた。  

(4)離職の際の気持ち 

このカテゴリーは【ネガティブ】な内容と、【ポ

ジティブ】な内容に分類できた。【ネガティブ】

な内容は14項目あったのに対し、【ポジティブ】

な内容は３項目であった 

①【ネガティブ】 

「辞めたくなかった」「さみしかった」「これ

でいいのかな」「次の仕事が見つかるか不安」「途

方に暮れた」「仲間と離れるのはさみしい」等、

現在の職場への未練や、将来への不安が見られた。 

②【ポジティブ】 

「第二の人生でまた働けるのだったら、また働

こう」「楽になった」「誰にでもあることだから」

等、前向きな言葉があった。  

(5)転職活動中の気持ち 

このカテゴリーには、実際の転職活動を行う上

での不安感や周囲からの影響、収入を失っての経

済的な問題などが現れてきている。  

①気持ち 

転職活動初期では、「特に不安はなかった。気

楽な男だから」「このまま負けてはいけない」等、

前向きな発言が見られる。しかし、実際に転職活

動を行っていく過程では、「会社を受けて落ちた

時は辛かった」「（仲間同士で）会社のことを紹

介する時に、自分は言えなくて嫌だった」等のネ

ガティブな発言も見られた。一方で、「辛いとは

思わなかった」「やらなくちゃ」といった前向き

な発言も見られた。  

②経済的 

「とりあえず失業保険もらって」「生活がきつ

くなる」「お金がないとどこにいっても楽しくな

い」「税金もらって生活するのは息苦しい」等、

生活に必要な金銭への欲求や現実的な不安が見ら

れた。  

③見とおし 

「もう1回就職できるのか」「テレビを観てい

ると本当にできるのかって」「早く就職したい」

等、見通しが立たないことへの不安感を伴う発言

があった。一方で、「ゆっくりやればいいかな」

「（支援機関に）お世話になればいいかなって」

といった内にこもろうとせず前向きな発言も見

られた。  

④周囲の理解 

「（新たな就職先を）家族に賛成してもらえて

よかった」「母も支援機関も作業所より企業の方

がいいって」といった、周囲からの励ましについ

ての意見があがった。  

(5)相談できた気持ちと周囲の理解 

このカテゴリーでは、周囲からの理解を得られ

た気持ちやその発言内容が見られた。中でも家族

や支援機関からの意見が大半を占めた。  

①現状での励まし 

「もう少しがんばってみたら」「急だったから

はじめは“えっ”て感じ」「不景気でいい求人な

いから、焦らない方がいい」など、離職前の職場

でもう少し続けた方がよいという意見が周囲から

は多かった。  

②後押し 

家族からの助言として、「ワーカーさんに聞い

てみる」「次の仕事を探すならそれはそれでいい

んじゃない？」。支援機関からの助言として「辞

めていいと言われた」「求人を紹介してくれた」。

ハローワークからは、「専門部署の人が相談に乗

ってくれた」「支援機関を紹介してくれた」。  

これらから、周囲を取り巻く人、機関に対し、

離職や転職にまつわる相談をした際、本人の辞め

たいという意見を受けとめ、肯定的に捉えて助言

されている様子が多いことが窺える。  

③気持ち 

これらの相談相手からの助言を受け、「心強か

った」「落ち着いた」「相談できなかったらずっ

と家にいることになったかも」など、安心感を得

た発言があった。  

 

４  考察 

(1)相談相手の種別 

相談相手で最も多かったものは、家族及び就労

支援センターであった（表４）。出身施設の職員

へ相談をした事例や、その他として生活支援機関、

行政機関に相談をした事例も見られた。ハローワ
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ークへの直接の相談事例は１件だが、相談先の第

２段階として、支援者と一緒に相談に行った事例

は多く見られた。  
 

表４ 転職の際の相談相手 

 

 

 

 

 

相談相手として最も多かった家族からは、「も

う少し頑張ってみたら」「焦らなくていい」など、

現状に踏みとどまるような励ましの言葉もあった

が、応援や相談といった当事者の気持ちに沿う助

言が多いことが窺えた。  

(2)離職から転職への道筋 

離職へ至る理由としては自らの意志によるもの

が多く、転職等、次への道筋が定まらないまま、

とりあえず辞めたいという希望から離職する事例

が多く見られた。 

離職当時、両親と同居している、失業給付を受

給しているなど、すぐに生活が困窮する事例はな

かった。しかし、「自分で稼がなきゃっていう気

持ち」「税金もらって生活するのは息苦しい」な

ど、離職状態の不安に与える影響として、経済的

事由による意見が多く挙がっていた。 

(3)離職後の日中活動 

次の転職先が見つかっていない事例でも、「し

ばらく家にいて、たまにすきっぷに行ったり」「ボ

ランティアなど社会的な関わりを続けた」「遊ぶ

ところ（生活支援機関）に通った」など、離職後

の生活リズムの維持のため、なんらかの社会資源

とのつながりを持っていたことが分かった。  
 

５  結論 

今回の被調査者の相談相手として多かったのは

親と、就労支援センターであった。「希望を聞い

てくれた」「アドバイスをくれた」などの発言か

らも、身近に相談できる相手があることは、就労

生活を送る上で重要である。  

転職に至る当事者の気持ちには、周囲から転職

を後押しする助言が多分に影響していると言える。

「応援してくれた」「次の仕事探すならそれはそ

れでいいんじゃない」といった、一見気軽とも思

える発言が、当事者の気持ちをほぐし、結果とし

て後押ししていると言える。  

被調査者の生活状況としては、前職在職時は全

員が家族と同居であった。（調査時は、独居また

はグループホームでの自立生活を行っている事例

もあった）。それにも関わらず「暴力を振るわれ

た」といった権利侵害に陥った事例も見られた。

同居している家族がいたとしても、当事者の抱え

る問題に即座に気付き対応できないケースも想定

される。  

これらのことから、定着支援を行う職員のスキ

ルとして、当事者の状況を見極め、状況に応じて

転職を勧めることも重要である。当事者の気持ち

を重視して次の仕事を探すための転職、当事者を

権利侵害から守るための転職など、当事者をクリ

ティカルな状況から救出する手立てとしての転職

活動は当然行われるべき支援である。  

一方で、「もっと仕事がしたい」「他の仕事が  

したい」といった、積極的な理由から転職を志願  

する発言があった。転職志願の場面においては、  

（転職という）自己決定を認める方向での態度を  

とる支援者は少数派であることが多い 2)。しかし、  

キャリアアップに向けた積極的な転職希望を後押  

しできる、支援体制の確立も必要である。  
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働く知的障害者に対する職場同僚等からのサポート要因の構造の検討 
 
○若林 功 （筑波大学大学院生涯発達科学専攻  大学院生） 
八重田 淳（筑波大学大学院） 

  
１  はじめに 

働く知的障害者の職業適応やキャリア形成のた

めには、知的障害者本人のスキルを就職前や採用

後に伸ばすだけでなく、周囲の職場同僚等からの

人的援助（以下、同僚援助行動）の存在の重要性

が指摘されてきた。また同僚援助行動が自然発生

するのを待つだけではなく、支援者が意図的に同

僚援助行動の発生を促進することの必要性も指摘

されている（Callahan, 1996; 小川 , 2000）。同僚

援助行動を支援者が意図的に促進するためにも、

また同僚援助行動が発生しやすい職場を選ぶため

にも、同僚援助行動の要因探索は有意義だろう。  

同僚援助行動の要因については、海外先行研究

を中心に様々なものが指摘されてきているが（若

林 , 2011）、それらは①知的障害者本人の要因

（コミュニケーション等のスキルの高さや、障害

程度等基本的属性）、②職場の状況要因（キー

パーソン的同僚の存在、知的障害者と同僚の休憩

時間や作業場面での接触機会等）、③支援者の活

動方法の要因（同僚への障害特性・適切な接し方

の説明の実施、支援利用障害者への社会的スキル

習得支援等）、④その他（企業の規模、人的コネ

を使った就職か等）に大別できる。一方、わが国

でも同僚援助行動の要因を扱っている研究はある

ものの、質的研究が中心であり、系統的に要因を

探る研究は行われていない。また一口に同僚援助

行動といってもいくつかの種類に分かれ、その発

生機序も異なることが考えられるが、この点につ

いても先行研究ではあまり検討されてこなかった。  

そこで、本報告では先行研究で指摘されてきた

同僚援助行動の要因のうち、知的障害者本人の要

因（研究１）及び職場状況要因（研究２）に焦点

を当て、これらの変数がいずれの種類の同僚援助

行動の要因としてどの程度予測力があるのか、量

的データにより検討することを目的とする。  

２   （研究１）知的障害者本人要因が同僚援助行動

発生に及ぼす影響  

（1）背景及び目的 

知的障害者本人の要因（社会的スキルの高さ等）

は同僚援助行動の要因の一つとして指摘されてき

ている（Hagner他 , 1995）が、一方でこれらは職

務充足（職務で要求される水準を満たしているか

どうか、すなわち仕事ぶりの評価）に影響を与え

る変数としても考えられてきた。これらを統合す

ると、以下の２つの仮説が考えられる。  

一つは社会的スキルの高さが同僚援助行動を直

接的に引き出し、同僚援助行動が発生することで

職務充足が高まるという仮説であり、もう一つは

社会的スキルはまず職務充足を高め、職務充足が

高いことが（あるいは高くないことが）同僚援助

行動を発生させるという仮説である。これらの仮

説のいずれが現実のデータと適合するのか、今ま

で検討されてきていない。  

また関連して、同僚援助行動が存在することは

知的障害者の職務充足を高めるのか、逆に職務充

足が高いこと（あるいは低いこと）が引き金とな

り同僚援助行動が発生するのか、についても検討

されてきていない。この影響の方向性については

見方が分かれており、Butterworth他 (1996)は、同

僚援助行動（ナチュラルサポート）を職業的能力

の先行要因（サポートがあることによって能力が

高まる）として捉えているのに対し、 Stone & 

Collella(1996)は障害者本人の職務遂行レベルを同

僚援助行動の要因として位置付けている。  

これらの関係性の検討は適切な支援のあり方と

関わる問題である。もし、職務充足の程度が同僚

援助行動の発生に影響を与えているのであれば、

まずは支援者は職務充足向上に注力すべきであろ

うし、逆に同僚援助行動の存在が職務充足を高め

るのであれば支援者は職務充足向上ではなく、支

援利用者と周囲の同僚との間の関係性形成にまず

注力すべきであろう。  

そこで研究１では、①知的障害者本人の社会的

スキルは同僚援助行動と職務充足のいずれと直接

的に関係しているのか、②同僚援助行動と職務充

足度はどちらからどちらへの影響が大きいのか
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（因果関係の方向性）についての同僚援助行動の

種毎の検討、③基本的属性（性別・年齢層・障害

程度）と社会的スキル・同僚援助行動・職務充足

との関係の検討を行った。  

（2）方法 

①調査対象・調査時期：全国の障害者就業・生

活支援センター、自治体運営の障害者就労支援機

関および知的障害者を支援する特別支援学校、計

866か所を対象に、 (a)概ね１年以内で関わった生

徒・利用者で、 (b)知的障害があり、 (c)企業現場

で関わり、 (d)担当支援者（学校の教諭・就業支

援担当者等）が知的障害者本人の状況だけでなく、

企業現場の周囲の同僚の方の反応・物理的環境な

ど、職場側の状況についても把握している、 (e)

思い出しやすい、の５つの基準に該当する事例を

１つ記入してもらった。2012年５月に実施した。  

②研究１で扱う調査項目： (a)企業規模・業種、

知的障害者本人の従事職種、基本属性（性別、年

齢層、療育手帳上の障害程度）、 (b)知的障害者

本人の社会的スキル (７項目、表１ )、(c)支援開始

後 ２ ～ ３ 週 間 後 の 同 僚 援 助 行 動 (11 項 目 、 表

２））、 (d)職務充足度（３項目）（「職場の人

たちはご本人の仕事ぶりに満足していた」「ご本

人の作業レベルは、会社の要求水準を満たしてい

た」「ご本人の勤務態度は、会社の要求水準を満

たしていた」）。なお(b) (c) (d)は｢全くあてはま

らない｣～｢非常にあてはまる」の５件法であった。  

③分析方法： (b)(c)については因子分析を最尤

法にて行い、固有値１以上基準、因子負荷量0.35

以上の項目を選択し、構成概念を抽出した。その

後、その構成概念に関する項目の合計値を項目数

で除し、概念得点とした。続いて、独立グラフ

（小島 ,2004）の考え方を参考に、 (b)(c)(d)の間の

関係が直接的な関連なのか、間接的関連なのかを

検討した。続いて道具的変数を用い共分散構造分

析（同時方程式モデリング）を実施し、複数のモ

デルを作成し、適合度を比較した。  

（3）結果 

251事例が収集された（回収率28.9%；障害者

就業・生活支援センター・市町村運営の障害者就

労支援機関の事例131、特別支援学校の事例119）。  

①事例の基本属性：事例の所属企業規模は従業

員数56人未満規模の企業が29.5%、300人以上規

模は39.8%であり、所属企業業種は製造業 (29.5%)、

卸売・小売 (15.9%)、医療・福祉 (15.1%)、職種は

運搬・清掃・包装等 36.3％、生産工程 24.9％、

サービス 21.5％であった。事例の性別は男性

66.9％、女性32.3％、年齢層は20歳未満54.2％、

20～29歳28.7％、30歳以上16.4％、療育手帳上の

障害程度は最重度・重度5.7％、中度22.7％、軽

度54.6％、中度または軽度（区別なし）12.0％、

手帳非所持2.4％であった。  

②知的障害者本人の社会的スキル・同僚援助行

動・職務充足度に関する項目の構造：因子分析の

結果、知的障害者本人の社会的スキルについては

３因子が抽出され（表１）、同僚援助行動につい

ては３因子が抽出された（表２）。職務充足度に

関してはα=0.83と一貫性が認められた。この後、

同僚援助行動については、教育・助言、補償、叱

咤激励の３種の行動別に検討を行っていくことと

した。  

 

③属性による社会的スキル・職務充足・同僚援助行

動の差：性別、障害程度による有意差は認められ

なかった。ただし、社会的スキルに関しては年齢

で有意差があり、コミュニケーションスキルでは

20歳未満>30代以上、不適切言語行動では20歳未

満<20代・30代以上となった。  

④職務充足と同僚援助行動の因果関係：独立グ

ラフを参考に、社会的スキル・職務充足・同僚援

助行動の間の関係が直接的なものか否か検討した

ところ、社会的スキル３変数と職務充足、職務充

足と同僚援助行動はそれぞれ直接的関係があった

Ⅰ Ⅱ Ⅲ

・ 人に言われなくても、身辺を清潔にできる。 1.011 -.033 .004

・ 髪の手入れや、ひげそりなどが行き届いている。 .808 .001 .053

・ わからないことがあったら、自主的に質問することができる。 -.086 .950 .087

・ わからないことは「わかりません」と言うことができる。 .041 .771 -.030

・ 話すぎることがある。 .072 .138 .759

・ 同じ単語や言い回しを何度も何度も繰り返すことがある。 .013 -.074 .553

・ 上司や同僚の指示や助言に従うことができる。 .165 .350 -.357

回転後の負荷量平方和 1.92 1.85 1.04

因子相関行列 Ⅰ Ⅱ Ⅲ

Ⅰ 1.00 .36 -.13

Ⅱ 1.00 .02

Ⅲ 1.00

１．整容スキル（M=3.49、SD=1.03、α=0.89）

２．コミュニケーションスキル（M=3.23、SD=0.99、α=0.84）

３．不適切言語行動（M=2.57、SD=1.08、α=0.55）

表１　社会的スキル項目因子分析結果

項目
パターン行列

Ⅰ Ⅱ Ⅲ

・ ご本人に分かりやすく伝える工夫をしていた。 .741 -.107 -.104

・ ご本人に、明るく接していた。 .702 .018 -.374

・ ご本人に、仕事のコツを教えていた。 .689 .069 .152

・ 仕事の手順や仕事の優先順位について教えていた。 .659 .002 .315

・ ご本人がミスなく効率的に仕事ができるよう、助言していた。 .588 .112 .078

・ ご本人の仕事が終わらない時に手伝っていた。 -.057 .892 -.061

・ ご本人の仕事の一部を協力していた。 .028 .858 -.002

・ ご本人にとって仕事が難しかったら手伝っていた。 .059 .751 .031

・ ご本人に問題がある場合、努力して直すように伝えていた。 .101 -.061 .790

・ ご本人にもっと一生懸命仕事をするように叱咤していた。 -.244 .115 .724

・ ご本人に問題がある場合、「ここでは、それでは認めてもらえな
い」と忠告していた。

.024 -.078 .693

回転後の負荷量平方和 2.87 2.73 2.38
因子相関行列 Ⅰ Ⅱ Ⅲ

Ⅰ 1.00 .38 .32

Ⅱ 1.00 .36

Ⅲ 1.00

表２　同僚援助行動に関する項目因子分析結果

項目
パターン行列

１．教育・助言（M=3.86、SD=0.69、α=0.81）

２．補償（M=3.25、SD=0.98、α=0.87）

３．叱咤激励（M=3.06、SD=0.98、α=0.77）
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ものの、社会的スキルと同僚援助行動の直接的関

係は認められなかった。  

次に共分散構造分析により、職務充足と同僚援

助行動の因果の方向性を探るため、社会的スキル

の３変数が職務充足の道具的変数とし、職務充足

が同僚援助行動（教育・助言）の要因となってい

るモデル（１）、相互に影響を与えあっているモ

デル（２）、教育助言が職務充足の要因となって

いるモデル（３）の適合度を比較した。結果とし

て、モデル３は適合度が他の２つより低く、職務

充足から教育・助言への影響が大きいことが示さ

れた（図１）。ただし、教育・助言への社会的ス

キルや職務充足からの影響（決定係数）は、モデ

ル１で .03、モデル２では .02と大きいとは言えな

かった。補償については職務充足と関係性がない

モデルが最も適合度が高く、叱咤激励は教育・助

言同様職務充足が要因となって叱咤激励の発生に

影響を与えるモデルが最も適合度が高かった。  

 
（4）考察 

性別・障害程度は同僚援助行動発生を予測して

いなかった。この結果から性別・障害程度という

変化しない要因ではなく、職務充足（同僚等から

の評価）という改善可能な要因を扱うことの重要

性が指摘できよう。  

また、社会的スキル（整容、コミュニケーショ

ン、不適切な言語行動の低さ）は、直接的に同僚

援助行動の生起に影響を与えているのではなく、

直接的には職務充足を高め、間接的に同僚援助行

動に影響を与えていた。さらに、同僚援助行動が

職務充足を高めるのではなく、職務充足が高いこ

とで同僚援助行動が高まるという関係が見られた。

今までわが国では、まずジョブコーチ等が集中的

支援を行い、徐々に「ナチュラルサポート」に移

行するという支援方略が紹介されてきた。今回の

結果はこの方略を根拠づけるものかもしれない。  

研究１では、働く知的障害者本人側の要素に絞

り、同僚援助行動の要因を探ったが、本人要因の

みでの同僚援助行動に対する説明力は大きくな

かった。つまり、同じようにスキルがあったり職

務充足が高くても、同僚援助行動の程度には、依

然ばらつきがあるということであり、知的障害者

への同僚の受け止め方（認識）も関係している可

能性がある。そのため、企業側や職場側の要因

（特に職務構成、同僚の意識）、さらには支援者

の要因（支援方法）を含めて、同僚援助行動の要

因を探っていく必要がある。  

３  （研究２）職場の状況要因が同僚援助行動発

生に及ぼす影響  

（1）背景及び目的 

同僚援助行動発生に関する職場の状況要因とし

ては、職場同僚等の認識、職場の物理的環境等多

くのものが取り上げられている（若林 ,2011）。

しかしながら、理論的な観点からのそれらの要因

について扱った先行研究はあまりない。ただし、

Novak & Rogan(2010)はAllport (1954)の言う「接

触機会」「平等な地位」「目標の共有」「権威等

のサポート」といった偏見低減の条件があること

（接触仮説と呼ばれる）が、働く障害者の被サ

ポート感や同僚の態度等に関連していることを示

している。一方、同僚援助行動の発生は、「援助

への責任」「援助コスト」「被援助者 (知的障害

者 )の状況に対する原因帰属」といった、援助行

動生起の規定要因 (Latane & Darley, 1971など )と

いう観点からも理解が可能であろう。  

そこで研究２では、同僚援助行動の要因として

の職場状況因について、Allport(1954)の接触仮説

や援助行動の生起の規定因から説明することが可

能か、検討することを目的とした。  

（2）方法 

①調査対象・調査時期：研究１と同じ。  

②研究２で扱う調査項目： (a)知的障害者本人

の障害程度・社会的スキル、 (b)職務充足度、 (c)

支援開始後２～３週間後の同僚援助行動、 (d)支

援者から見た職場の環境・職場の同僚の認識等

（うち接触仮説関連11項目，援助行動の規定因関

連12項目をオリジナル作成、項目は表３・表４、

５件法）。(a)～(c)は研究１と同データ。  

整容 .18 教育・助言 .03

コミュニケー

ション
.30 .17

.19
不適切言語

行動
-.22 職務充足

.02

整容 .19 教育・助言

コミュニケー
ション

.31 .29 -.12

.15
不適切言語
行動

-.23 職務充足

整容 .17 教育・助言

コミュニケー

ション
.30 .12*

.19
不適切言語
行動

-.21 職務充足

+p<.1 *p<.05 **p<.01

※標準化係数を表示。また、誤差項・共分散（相関）は省略。

図１　職務充足と教育・助言の関係についての３モデルの比較
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**

**

**
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**

**

†

**

**

**

モデル１
GFI=.998
AGFI=.991
CFI=1.000
RMSEA=.000
AIC=23.392

モデル2
GFI=.999
AGFI=.994
CFI=1.000
RMSEA=.000
AIC=24.686

モデル３

GFI=.993
AGFI=.973
CFI=.996
RMSEA=.016
AIC=26.237
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③分析方法： (d)については研究1同様因子分析

を行い、概念得点を算出した。次に (c)を従属変

数とし、 (a)のみを独立変数としたモデル、 (a)(b)

を独立変数としたモデル、 (a)(b)(d)(接触仮説項目

のみ )を独立変数としたモデル、(a)(b)(d)を独立変

数としたモデル、の４モデルについて階層的重回

帰分析により説明力上昇の有意性の検討を行った。  

（3）結果 

①職場の環境・職場の同僚の認識等の項目の因

子分析結果：職場の環境・職場の同僚の認識等の

うち、接触仮説に基づく項目については２因子が

抽出され（表３）、援助行動の規定因に基づく項

目については３因子が抽出された（表４）。接触

仮説の項目については「平等な地位」に関する項

目が、援助行動規定因の項目については援助コス

トに関する項目が抽出されなかった。  

 

 
②階層的重回帰分析の結果：従属変数を教育・

助言、補償、叱咤激励としたときのそれぞれの階

層的重回帰分析の結果を示した（表５～表７）。

予測する対象である同僚援助行動の種類を教育・

助言とした場合、本人要因のみを扱っているモデ

ル（１・２）では、整容や職務充足は教育・助言

発生を予測する力を有する傾向が見受けられたが、

権威サポートや責任回避と負担といった職場要因

を含めると、整容や職務充足の予測力は低下した。

また補償行動については接触機会が関連している

こと、叱咤激励については内的原因帰属が大きな

影響を与えている可能性があることが示された。  

なお、教育助言及び補償についてはモデル３以降

において、叱咤激励においてはモデル２以降で説

明力が確保されることが示された。  

 

 

 
（4）考察 

先行研究で同僚援助行動の要因として指摘され

てきた社会的スキル及び職務充足（知的障害者本

人要因）については、これらのみを扱っている場

合では、同僚援助行動の発生の若干の予測力を有

する可能性が示された。しかしながら、Allportの

接触仮説に基づく観点、援助行動規定因に基づく

観点を含めて同僚援助行動の要因を検討すると、

知的障害者本人要因の予測力は低下した。つまり、

職場の環境や同僚の認識が、同僚援助行動要因と  

て重要である可能性が示された。  

また、職場環境や同僚の認識を捉える理論的視

点として、接触仮説 (Allport)と援助行動規定因理

論を取り上げた。そして、接触仮説に関する項目

を独立変数に加えることで有意に説明力が上昇し

たものの、さらに援助行動規定因に関する項目を

加えるとさらに有意に説明力が上昇した。同僚援

助行動の要因を捉える上で、接触仮説に加え、援

助行動規定因の観点を持つことが有効である可能

性が指摘される。  

Ⅰ Ⅱ

１．接触機会（M=3.62 SD=1.12、α=0.70）

・ ご本人の作業には、ご本人と職場の人が共同で取り組むような内
容が含まれていた。（例：一緒に物を持ち上げる）

1.004 -.072

・ ご本人の作業時は、3メートル程度以内に職場の人たちが常にい
た。

.527 .172

２．権威サポート・目標共有（M=3.66、SD=0.73、α=0.63）

・ 人事担当者や経営者は、ご本人を受け入れた職場に障害者雇用
の意義を十分に説明していた。（雇用義務や会社の責任など）

-.003 .751

・ 人事担当者や経営者は、外部の支援者(教諭、就業支援担当者)
が関わっていることを、職場の人たちに伝えていた。

-.020 .644

・ 職場の人たちは、職場の目標（例：接客態度向上、安全徹底等）
が、自分たちとご本人とで共有されていると感じていた。

.130 .429

回転後の負荷量平方和 1.40 1.30

因子相関行列 Ⅰ Ⅱ

Ⅰ 1.00 .23

Ⅱ 1.00

項目
パターン行列

表3　同僚援助行動の要因としての接触仮説に関する項目因子分析結果

Ⅰ Ⅱ Ⅲ

１．責任回避・負担感（M=2.32 SD=0.69、α=0.78）

・ ご本人が職場に入った際、ご本人に積極的に関わってくれそうな
職場の人がいた。

-.769 .090 .270

・ 誰がご本人のサポートをするのか、責任が明確化されていた。 -.637 .078 .122

・ 職場の人たちは、ご本人と関わる自信があまりなさそうだった。 .505 .000 .477

・ 職場の人たちは、ご本人への支援・教育は、自分たちでなく、外
部支援者（教諭、就業支援担当者など）が行うべきと考えていた。

.474 .097 .076

・ 職場の人たちにとって、ご本人に必要なサポートを行う余裕がな
かった。

.465 .201 .048

・ ご本人の課題は、改善する見込みがないと、職場の人たちは思っ
ていた。

.458 .230 .087

２．内的原因帰属（M=3.33、SD=0.98、α=0.84）

・ 本人の課題の原因は、職場環境ではなく本人自身にあると、職場
の人たちは思っていた。

-.115 1.078 -.053

・ ご本人の課題改善は、本人の努力次第だと、職場の人たちは
思っていた。

.097 .689 -.012

３．関わり不安（M=2.79、SD=0.91、α=0.69）

・ 職場の人たちは、障害のある人と関わった経験が不十分なことを
気にしていた。

-.043 -.085 .860

・ 職場の人たちは、ご本人の気持ちを傷つけることを恐れていた。 -.249 .028 .747

回転後の負荷量平方和 2.77 2.61 2.23

因子相関行列 Ⅰ Ⅱ Ⅲ

Ⅰ 1.00 .55 .47

Ⅱ 1.00 .43

Ⅲ 1.00

項目
パターン行列

表４　同僚援助行動の要因としての援助行動規定因に関する項目因子分析結果

独立変数 β β β β

整容 .125 † .103 .076 .055
コミュニケーション .028 -.012 -.021 -.074
不適切言語 -.091 -.062 -.045 .010
職務充足 .126 † .075 .047
接触機会 .121 † .073
権威サポート .355 ** .195 **

責任回避と負担 -.427 **

内的原因帰属 .039
不安 .108 †

R2 .026 .038 † .190 ** .299 **

ΔR
2 .026 .013 † .151 ** .109 **

†p<.1 *p<.05 **p<.01

表５　従属変数を教育・助言とした時の階層的重回帰分析結果

モデル１ モデル２ モデル３ モデル４

β β β β

整容 .002 .025 .052 .044
コミュニケーション .023 .063 .043 .040
不適切言語 -.068 -.099 -.057 -.045
職務充足 -.125 † -.169 * -.154 *

接触機会 .286 ** .278 **

権威サポート -.070 -.078
責任回避と負担 -.057
内的原因帰属 .005
不安 .122 †

R2 .005 .017 .091 ** .105 **

ΔR2 .005 .012 † .074 ** .014

†p<.1 *p<.05 **p<.01

表６　従属変数を補償とした時の階層的重回帰分析結果

モデル１ モデル２ モデル３ モデル４

β β β β

整容 -.064 -.024 -.005 .006
コミュニケーション -.041 .033 .022 .019
不適切言語 .109 .052 .075 .066
職務充足 -.230 ** -.250 ** -.129 †

接触機会 .152 * .156 *

権威サポート -.091 -.011
責任回避と負担 .001
内的原因帰属 .333 **

不安 -.013

R2 .018 .060 ** .085 ** .170 **

ΔR2 .018 .042 ** .025 * .085 **

†p<.1 *p<.05 **p<.01

モデル３ モデル４

表７　従属変数を叱咤激励とした時の階層的重回帰分析結果

モデル１ モデル２
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